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【募 集 人 数】　２３０名
【募 集 期 間】　令和５年５月26日（金）～６月30日（金）（うち金山町分２名）
【対　象　者】　大学院、大学、高等専門学校、短大、専門学校産業技術短期大学校、職業能力開発専門校の在学生
【対象奨学金】　日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金、県内市町村の奨学金
【支　援　額】　２万６千円×令和５年４月以降に奨学金の貸与を受けた月数
　　　　　　　４年制大学の場合の最大支援額 １２４万８千円（2万6千円×48か月）
【応 募 方 法】　次の書類を、募集期間内に大学等を卒業後に居住を希望する市町村へ提出してください。
　　　　　　　様式等はホームページでダウンロードできます。
　　　　　　　①やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書（様式１）
　　　　　　　②高等学校の卒業証明書（写し可）又は卒業証書の写し（県内高校等卒業者のみ）
　　　　　　　③大学等の在学証明書（写し可）又は学生証の写し
　　　　　　　④奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し（奨学金の貸与を受けている方）

※応募者多数の場合、市町村ごとに選考を行います。上記のほかに選考に必要な書類の提出を
求める場合があります。

【開催日・内容】
　①令和５年５月１４日（日）　春の講座（山菜講座）など
　②令和５年６月１８日（日）　夏の講座（昆虫講座）など
　③令和５年１１月５日（日）　秋の講座（ブナの森を自然講座）など
　④令和６年２月１８日（日）　冬の講座（クラフト講座）など
【会　　　　場】　山形県遊学の森（金山町大字有屋１７６１）
【問合せ・申込】　山形県最上総合支庁森林整備課　森づくり推進室
　　　　　　　　森づくり担当　☎0233－29－1350
　　　　　　　　ymogamimoridukuri@pref.yamagata.jp

【問　合　せ】　山形県産業創造振興課　地域産業振興担当　☎023－630－2691
　　　　　　　町教育委員会　学校教育係　☎32－0075

大学等在学中に
応募・認定

大学等卒業後
県内に居住・就業

STEP1 STEP2

３年経過後（※）
返還支援

STEP3

※返還支援後さらに２年間、県内居住・就業を継続する必要があります。

やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】
森の案内人養成講座 ＼奨学金の返還を支援します！／

高校生以上でボランティアが可能な県内在住の方ならどなたでも参加できます。
参加は各回２０名程度。２講座以上受講で終了証を発行します。
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　交通災害共済は、万が一交通事故に遭
われ災害を受けた場合に見舞金を差し上
げ、お互いに助け合う制度です。
　４００円の年会費で１日の治療でも見舞
金が２万円、死亡の場合は１００万円が支
給されます。
　７月１日から令和５年度の交通災害共
済事業がスタートします。加入される場
合は、６月１６日（金）まで隣組長さんに
お申し込み下さい。また、交通事故にあっ
た場合は、交通事故のあった日から１年
以内に請求の手続きをお願いいたします。
※後遺障害の残る場合以外は、請求でき
なくなります。
【問合せ】
　役場町民税務課　くらし安全係
　☎29－5609

広告

いざという時のために
　交通災害共済に加入しましょう!

自転車の事故から車の事故まで
１日の通院でも２万円の
見舞金が支給されます

県内で還付金詐欺の被害が多発しています。役
場職員を装った「ATMの操作をしてください」
などの電話は詐欺です。手続きをする前に役場
や警察に相談しましょう。また、被害を防止す
るための対策として自宅の電話を在宅中でも留
守番電話に設定するなどの対策をとりましょう。
【問合せ】　新庄警察署　生活安全課
　　　　　☎0233－22－0110

特殊詐欺の被害に遭わないために

◀県HPはこちら


